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１ 評価の条件 

（１） 準拠した基準等 

今後の地方公会計の整備促進に関する「今後の地方公会計の整備促進について」（平成 26

年 5 月 23 日付総務大臣通知総財務第 102 号）のとおり、固定資産台帳の整備と複式簿記の

導入を前提とした財務書類の作成に関する統一的な基準が示されています。 

さらに「今後の新地方公会計の推進に関する実務研究会」において、「統一的な基準によ

る地方公会計マニュアル」（平成 27 年１月 23 日公表）が取りまとめられました。 

これを受けて、本市における「固定資産台帳整備に係る評価基準書」（以下、「本基準書」

という。）の作成にあたっては、以下の総務省資料に準拠して作成しました。 

 

 「今後の地方公会計の整備促進について」（平成 26 年 5 月 23 日付総務大臣通知総財務

第 102 号） 

 「統一的な基準による地方公会計マニュアル」（平成 27 年１月 23 日・総務省公表） 

 「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」（平成 27 年１月 23 日・総務省公表）（※） 

 

（※）略称 

本基準書において、「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」は「手引き」と略して表記します。 

また手引きは 1 から 129 までの段落で構成されているため、本基準書においては該当する段落を示す場

合、例えば 101 段落目の場合には「手引き 101 段」と表します。 
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（２） 固定資産台帳の記載対象範囲 

① 固定資産台帳の記載対象 

本市では、手引き 19 段において固定資産台帳の記載対象外として示された①から③

について、以下の対応としました。 

(ア)既に耐用年数が過ぎているもの 

手引き 19 段において「将来の更新費用の算定に必要である等の理由により、各

地方公共団体で必要とする場合は、記載することが適当です。」を踏まえ、既に耐

用年数を超過している資産であっても、必要に応じて固定資産台帳に登載してい

ます（建物等）。 

(イ)表示登記が行われていない法定外公共物（里道（赤線）や水路（青線）） 

表示登記が行われていない法定外公共物は存在しますが、手引き 19 段に準拠し

て、これら資産は固定資産台帳には登載しませんでした。 

(ウ)部落有、財産区有の資産 

 これら資産は該当がありませんでした。 

② その他の留意事項（開始時の取り扱い） 

   以下の３つについては次の対応としました。 

(ア)建設仮勘定 

開始時には該当がありませんでした。 

(イ)リース資産 

該当するリース資産を開始時においても登載しました。 

(ウ)ＰＦＩ等 

開始時には該当がありませんでした。 

出典：手引き 29 段 
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（３） 固定資産台帳の記載単位 

 本市では、固定資産台帳の記載単位は手引き 31 段から 42 段の内容を採用していますが、

例外的事項または特筆すべき事項として下記を掲げます。 

① 1 単位の区分 

単位は棟、個、台、筆、㎡、ｍ等を基本としていますが、既存台帳の整理単位

を踏襲して、必要に応じて類似の資産は一括して複数単位をまとめて計上してい

ます（例：公園の遊具である「ぶらんこ」を 2基として計上する等）。 

したがって、1単位以上の単位で登載されている資産については、取り替えや更

新を行う単位とは異なる単位であることがあります。 

 

② 付随費用 

 既存台帳において取得価額に付随費用を含む場合には、固定資産台帳には付随

費用を含めた取得価額を記載しています。 

ただし、既存台帳において取得価額に付随費用を含まない場合又は含んでいる

か否か不明な場合には、付随費用の算定が困難であることから取得価額に付随費

用を含める処理はしていません。 

  

③ 税込方式 

 既存台帳において取得価額に消費税相当額を含むか否か判然としない場合には、

保守的な観点から取得価額どおりに固定資産台帳へ記載し、取得価額に対してさ

らに消費税相当額を加算する計算処理はしていません。 

 

④ 資本的支出と修繕費の区分 

 本市では取得価額に関わらず、起債の対象となっている修繕工事については資

本的支出に含めるものとしています。 

起債の対象以外については、手引き 40 段に準拠し、「法人税基本通達」第 7 章

第 8節を採用しています。さらに、区分が不明の場合には①金額が 60 万円未満の

場合、または②固定資産の取得価額のおおむね 10％相当額以下である場合には、

修繕費として取り扱うこととしました。 

 

⑤ 資本的支出の登載方法 

     手引き 41 段に準拠し、既存の償却資産に対して行った資本的支出については、

その支出金額を固有の取得価額として、既存の償却資産と種類及び耐用年数を同

じくする別個の資産を新規に取得したものとして、その種類と耐用年数に応じて

減価償却を行うこととしました。 
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出典：手引き 41 段 
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（４） 減価償却・耐用年数等 

 本市では、手引き 42 段から 59 段に対応した減価償却等を採用していますが、特筆すべ

き事項は下記のとおりです。 

① 耐用年数表 

 手引きにける別紙 3-1、3-2 及び 3-3 に掲げられた耐用年数を踏まえつつ、詳細

については総務省が推奨する地方公会計標準ソフトウェアにおける「評価額算定

ツール」において配布された耐用年数表を採用しました。 

 

② 耐用年数表と異なる処理の有無 

 上記①と異なる耐用年数を採用した固定資産はありません。 

 

③ 償却率 

 年ベースで償却することとし、上記①において述べたとおり「評価額算定ツー

ル」において配布された耐用年数表に対応する償却率を採用しました。 

 

④ 中古資産の取り扱い 

開始時においては中古資産として資産評価を行った資産はありませんでした。 

異動更新の際には、中古の償却資産を取得した場合の耐用年数について、耐用

年数省令等の取扱いに準じて、以下のとおり算定します（手引き 54 段）。 

 

(ア)見積法による耐用年数 

当該資産を事業の用に供した時以降の使用可能期間として、資産の摩滅・摩

耗の程度等から客観的かつ合理的に見積もられた年数 

(イ)簡便法による耐用年数 

見積法により耐用年数を見積もることが困難なものは、次に掲げる資産の区

分に応じ、それぞれに定める年数（その年数が２年未満の場合は２年） 

○法定耐用年数の全部を経過した資産 

法定耐用年数 × ２０％ 

○法定耐用年数の一部を経過した資産 

（法定耐用年数 － 経過年数） ＋ 経過年数 × ２０％ 

ただし、当該資産について支出した資本的支出の金額が当該資産の取得

価額の５０％に相当する金額を超える場合は、②簡便法による耐用年数に

よることはできず、法定耐用年数によることとします。 
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２ 固定資産の評価方法 

（１） 評価の全体概要 

 本市で採用した評価方法は手引き別紙 5のとおり下記としました。 

 

[  ]内は取得原価が不明な場合 

 開始時 

開始後 再評価 昭和59年度以前

取得分 

昭和60年度以降

取得分 

非償却資産 

※棚卸資産を除く 
再調達価額 

取得原価 

[再調達価額] 
取得原価 

立木竹のみ 6

年に 1 回程度

   
道路、河川及び

水路の敷地 
備忘価額 1 円 

取得原価 

[備忘価額 1 円]
取得原価 － 

償却資産 

※棚卸資産を除く 
再調達価額 

取得原価 

[再調達価額] 
取得原価 － 

棚卸資産 低価法 低価法 低価法 
原則として毎

年度 

備考１ 適正な対価を支払わずに取得したものは原則として再調達原価（ただし、無償で移管を受けた道路、

河川及び水路の敷地は原則として備忘価額１円） 

備考２ 既に固定資産台帳が整備済または整備中であって、基準モデル等に基づいて評価されている資産に

ついて、合理的かつ客観的な基準によって評価されたものであれば、引き続き、当該評価額による

ことを許容（その場合、道路、河川及び水路の敷地については、上表による評価額を注記） 

備考３ 売却可能資産については、売却可能価額を注記し、当該価額は原則として毎年度再評価 

 

出典：手引き別紙 5 
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（２） 土地 

 原典資料： 

固定資産台帳に記載した資産データは、土地公有財産台帳（平成 26 年度末時点）及び土

地課税台帳（平成 27 年 1 月 1 日時点）の突き合わせ結果を踏まえて整理した平成 26 年度

末時点の市有地のデータです。 

 

 評価方法： 

 本市では、公有財産台帳において土地の取得価額を登録していないため、1筆単位での取

得価額は判明していません。そのため「道路、河川及び水路の敷地」以外の土地は再調達

価額を採用しています。再調達価額の算定にあたっては、地目別の評価を実施しましたが、

評価地目の設定にあたっては手引き別紙 6 の地目変換表を採用し（したがって、評価地目

は課税台帳における登記地目や現況地目と異なることがあります）、評価地目ごとに以下の

とおりに評価を実施しました。 

① 道路、河川及び水路の敷地 

昭和 59 年度以前の取得分については備忘価額１円を計上しました。 

昭和 60年度以降の取得分については、前記のとおり固定資産台帳の記載単位（筆）

において取得価額が判明しなかったため、備忘価額１円を計上しました。 

 

② 上記①以外の土地（事業用資産及びインフラ資産） 

(ア) 宅地 

固定資産税の課税資料をもとに評価しました。具体的には、評価対象とする筆

について、同一の施設を構成する単位で状況類似地域(地区)を特定し、当該状況類

似地域(地区)内の標準宅地の標準価格（平成 27 年 7 月 1 日時点に時点修正をした

課税ベースの金額を 0.7 で割り戻した時価水準の金額）を採用しました。なお、評

価対象とする筆が有している角地や不整形等の個別的要因は勘案していません。 

 

評価計算： 

評価額（円）＝対象筆の採用地積（㎡）×時価水準の標準宅地の標準価格（円/㎡） 

 

 

 

 

 

 

  

補足：庁舎や公民館等の建物敷地を宅地としています。ただし、公園内の一部に便

所や管理棟がある場合など、物理的に土地上に建物が存在していても、一団の土地

の用途を「宅地」と異なる評価地目として用途判定している場合には、「宅地」とし

ては扱っていません。 
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(イ) 雑種地 

雑種地は、固定資産税における課税事務を踏まえ、宅地として算出した上記（ア）

の評価額に対して雑種地の比準割合を乗じて評価を行いました。 

ただし、非課税地である公有地については課税事務と同一の取り扱いとするこ

とが困難であるため、比準割合は以下の２類型としました。 

 

（雑種地の用途性に応じた比準割合の設定） 

 雑種地Ａ 

→宅地に準ずる用途性を有する雑種地又は造成に多額の費用を要した雑種

市に適用 

比準割合：６０％ 

適用例 ：宅地に準ずる駐車場、駐輪場等、造成に多額の費用を要した公

園、広場、溜池（灌漑用のものに限る）等 

 

 雑種地Ｂ 

→宅地への転用が困難である雑種地に適用 

比準割合：１０％ 

適用例 ：緑地帯、防火水槽の敷地、ごみ置き場、残地等の狭小地 

 

評価計算： 

評価額（円）＝宅地としての評価額×比準割合（６０％又は１０％） 
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(ウ) 山林 

 山林は、一般山林を対象とし、固定資産税における課税事務を踏まえ、固定資

産税における概要調書（平成 27 年度 土地に関する概要調書報告書）における平

均単価を算出して評価を行いました。 

 

 単価 

概要調書の平均単価≒決定価格総額÷評価総地積 

48 円/㎡≒199,815 千円÷4,086,255 ㎡ 

 

評価計算： 

評価額（円）＝対象筆の採用地積（㎡）×48 円/㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

(エ) 池沼 

池沼は、固定資産税における課税事務を踏まえ、固定資産税における概要調書

（平成 27 年度 土地に関する概要調書報告書）における平均単価を算出して評価

を行うこととしました。 

 

 単価 

概要調書の平均単価≒決定価格総額÷評価総地積 

48 円/㎡≒1,500 千円÷30,669 ㎡ 

 

評価計算： 

評価額（円）＝対象筆の採用地積（㎡）×48 円/㎡ 

 

 

 

 

 

  

補足：山林の評価地目は一団の土地が山林を構成している場合に適用しています。

したがって、山林部分が一団の土地の一部分しか構成していない場合には山林とは

していません（例：公園の一部が雑木林となっている場合には土地全体の用途を雑

種地として判定しますので、山林部分の筆も雑種地扱いとしています）。 

補足：池沼の評価地目は、自然的に形成されている池や沼のほか、農業用溜池のう

ち自然的な形態のものを指します。したがって、農業用溜池で人工構造物として築

造されたものは池沼ではなく、雑種地とします。 



 

 

10 
 

（３） 建物 

 原典資料： 

固定資産台帳に記載した資産データは、建物公有財産台帳（平成 26 年度末時点）及び学

校施設台帳（平成 26 年度末時点）の突き合わせ結果を踏まえて整理した平成 26 年度末時

点の市有建物のデータです。 

 

 評価方法： 

① 前提条件 

(ア)評価単位は建物１棟単位とし、躯体と設備の区分はしていません。 

(イ)資本的支出は、平成 20 年度以降の工事金額 60 万円以上のデータから、耐用年数

を延長させる効果を持つ工事や建物価値を増加させる工事について計上しました。 

(ウ)複合施設（１棟を複数の所管課で按分して利用している公共施設）について、固

定資産台帳においても延床面積を按分しました。 

 

② 取得年月日 

建築年月日をもって取得年月日としました。なお、取得年月日が不明の建物に

ついては、同一施設内の 古の建築年月日を採用し、それも不明の場合には耐用

年数の 3分の 2を経過したものとみなして、取得年月日を設定しました。 

 

③ 取得価額 

昭和 60 年度以降に取得した建物で、建物公有財産台帳において建築価格が判明

している建物については、当該建築価格をもって取得価額としました。 

 

④ 再調達価額 

昭和 59 年度以前に取得した建物又は昭和 60 年度以降に取得した建物で、建築

価格が不明である建物は再調達価額を算出しました。再調達価額は手引き別紙 7

の「建物に係る構造・用途別単価」に基づいて 1 ㎡あたりの単価を設定し、評価

対象建物の延床面積（㎡）を乗じて再調達価額を算出しました。また、手引きに

よらずに共済責任額を採用する場合もあります。 

 

  



 

 

11 
 

（４） 工作物（道路舗装） 

 原典資料： 

固定資産台帳に記載した資産データは、認定市道の実延長調書を基本とし、開発道路及

びＵＲ都市機構からの引き継いだ道路によって情報を補足したデータです。 

 

 評価方法： 

① 前提条件 

(ア)評価単位は路線単位としています。 

(イ)車道の舗装部分を資産計上の対象としています。したがって、歩道部分や中央分

離帯は含みません。 

(ウ)記載単位は舗装を対象としており、ガードレール、標識、照明灯等の道路付属工

作物は含みません。 

(エ)１路線の単位は車道部分の面積（㎡）とし、橋梁部分の面積は橋梁の再調達価額

を算定する際に使用することから各路線の道路舗装面積からを除外しました。同

じく重用区間についても上位路線のみを評価対象としています。 

(オ)舗装種別の詳細が不明の場合には、当該路線の車道部面積に市の平均的な舗装率

を乗じて舗装面積を算出しました。 

 

② 取得年月日 

路線単位での舗装工事年月日を統一的に整理した資料が存在しないことから、

供用開始年月日をもって取得年月日を設定しました。 

 

③ 取得価額 

路線単位での舗装工事価格を統一的に整理した資料が存在しないことから、取

得価額は不明としました。 

 

④ 再調達価額 

総務省が推奨する「公共施設等更新費用推計ソフト」（一般財団法人地域総合整

備財団<ふるさと財団>）に掲げられた舗装単価（4,700 円/㎡）を採用し、各路線

の舗装面積に乗じて再調達価額を算定しました。 
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（５） 工作物（橋梁等） 

 原典資料： 

固定資産台帳に記載した資産データは、橋梁長寿命化計画に掲載されている 65 橋のデー

タです（以下、トンネルについても同じ考え方です）。 

 

 評価方法： 

① 前提条件 

(ア)評価単位は橋梁単位（1橋）としています。 

(イ)橋長（ｍ）に有効幅員（ｍ）を乗じて算出した橋面積（㎡）を資産計上の対象と

しています。 

(ウ)記載単位は橋の構造部分を対象としており、ガードレール、標識、照明灯等の付

属工作物は含みません。 

 

② 取得年月日 

架設年次をもって取得年月日としました。なお、架設年次が不明の橋について

は、耐用年数の 3分の 2を経過したものとみなして評価時点（平成 26 年度）より

遡った日付を取得年月日として設定しました。 

 

③ 取得価額 

橋ごとに架設工事価格を統一的に整理した資料が存在しないことから、取得価

額は不明としました。 

 

④ 再調達価額 

総務省が推奨する「公共施設等更新費用推計ソフト」（一般財団法人地域総合整

備財団<ふるさと財団>）に掲げられた以下の単価を採用し、各路線の舗装面積に

乗じて再調達価額を算定しました。 

 鋼橋 ：500 千円/㎡ 

 その他：425 千円/㎡ 

（注）「その他」はＰＣ橋、ＲＣ橋、石橋及び木橋のほか、構造が不明の場合を含みます。 
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（６） 工作物（プール） 

 原典資料： 

固定資産台帳に記載した資産データは、市民プール及び学校施設におけるプールのデー

タです。ニュータウン地区における引継資産については、各引継資料（契約書など）も参

考としました。 

 

 評価方法： 

① 前提条件 

(ア)評価単位は各施設に設置されたプール一式としています。 

(イ)市民プールは 5基のプールを計上しています（水面積は記載なし）。 

(ウ)学校施設のプールの記載単位は水面積（㎡）を基本としつつ、水面積が不明の場

合には航空写真等から確認できる概測による水面積を採用しました。 

(エ)工作物としてのプールを対象としており、建物部分のプール付属室（更衣室含む）

は建物として計上しており、工作物には含めていません。 

 

② 取得年月日 

竣工年月日をもって取得年月日としました。 

 

③ 取得価額 

昭和 60 年度以降に取得したプールで、工事価格が判明しているプールについて

は、当該工事価格をもって取得価額としました。 

 

④ 再調達価額 

昭和 59 年度以前に取得したプール又は昭和 60 年度以降に取得したプールで、

工事価格が不明であるプールは再調達価額を算出しました。 

再調達価額は他市事例等をもとに 1 ㎡あたりの水面積単価（300 千円/㎡）を設

定し、評価対象プールの水面積（㎡）を乗じて再調達価額を算出しました。 
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（７） その他の工作物 

 原典資料： 

固定資産台帳に記載した資産データは、各課より提供のあった工作物のデータです。 

 

＜開始時に登載したその他工作物の例＞ 

 雨水貯留槽 

 防火水槽 

 調整池、その他貯水施設 

 観測井戸 

 標識・看板類 

 公園遊具 

 

 評価方法： 

① 前提条件 

本市所有の工作物を対象としました。 

 

② 取得年月日 

各台帳類に記載されている取得年月日を採用しました。取得年月日が不明の場

合には、特に断りの無い限り、評価額は算出不能として備忘価額１円を計上しま

した。 

 

③ 取得価額 

各台帳類に記載されている取得価額を採用しました。取得価額が不明の場合に

は、特に断りの無い限り、評価額は算出不能として備忘価額１円を計上しました。 

 

④ 再調達価額 

各工作物について個別性が強く、類似の標準単価の設定が困難であったことか

ら、再調達価額の算出はしませんでした。 
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（８） 物品（車輛） 

（作成中） 

 原典資料： 

固定資産台帳に記載した資産データは、白井市所有車両一覧表のデータです。 

 

 評価方法： 

① 前提条件 

市所有の車輛を対象とし、リース物件は除外しました。 

 

② 取得年月日 

原典資料に記載されている初年度登録日を取得年月日として採用しました。 

 

③ 取得価額 

原典資料に記載されている購入金額を取得価額として採用しました。 

 

④ 再調達価額 

取得価額が判明の車輛については、車種や年式から再調達価額を算定した。 
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（９） 物品（取得価額５０万円以上の重要備品） 

 原典資料： 

固定資産台帳に記載した資産データは、備品台帳より抽出した取得価額 50 万円以上の備

品データです。 

 

 評価方法： 

① 前提条件 

市所有の備品であり、１更新単位で取得価額が 50 万円以上の備品を対象としま

した。ただし、「一式」計上されているデータは細分化が困難であるため、1単位

として扱いました。 

 

② 取得年月日 

備品台帳に記載されている取得年度を採用しました（全て４月１日時点に日付

を変換）。 

 

③ 取得価額 

備品台帳データに記載されている金額（総額）を採用しました。 

 

④ 再調達価額 

全て昭和 60 年度以降の取得であり、かつ取得価額が判明しているため、再調達

価額を算定した備品はありません。 
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（１０） 物品（美術品） 

 原典資料： 

固定資産台帳に記載した資産データは、郷土資料館所蔵美術作品のうち、評価額が 300

万円以上の作品（古代人へのメッセージ）です。 

 

 評価方法： 

① 前提条件 

全て寄贈による資産ですが、評価額が 300 万円であるため、資産評価の対象と

しました。なお、美術品は手引き 58 段に記載のとおり、減価償却は行いません。 

 

② 取得年月日 

受領年月日備を取得年月日として採用しました。 

 

③ 取得価額 

寄贈による資産であるため取得価額は記載していません。 

 

④ 再調達価額 

美術品としての評価額を再調達価額として記載しました。 
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（１１） 無形固定資産（ソフトウェア） 

 原典資料： 

固定資産台帳に記載した資産データは、手引き 70 段に準拠し、将来の費用削減に資する

ソフトウェアであり、研究開発費に該当するものや単なる映像資産は除いています。 

 

 評価方法： 

① 前提条件 

ソフトウェアの利用により将来の費用削減が確実であると認められる場合とは、

自団体で利用するためにソフトウェアを制作し、当初意図した使途で継続して利

用することにより、当該ソフトウェアを利用する前と比較して業務を効率的また

は効果的に遂行することができると明確に認められる場合、市場で販売している

ソフトウェアを購入し、かつ、予定した使途で継続して利用することによって、

業務を効率的または効果的に遂行することができると認められる場合等が考えら

れます（手引き 70 段）。 

 

② 取得年月日 

原典資料における取得年月日を採用しました。 

 

③ 取得価額 

原典資料における取得価額を採用しました。 

 

④ 再調達価額 

取得価額が不明な資産は再調達価額を算定しました。 
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（１２） 無形固定資産（商標権） 

 原典資料： 

固定資産台帳に記載した資産データは、取得価額 50 万円以上の商標権です。 

 

 評価方法： 

① 前提条件 

商標権等の無体財産権は、耐用年数省令に定める償却資産として、定額法によ

り減価償却を行い、取得価額から減価償却累計額を控除した価額を計上します。

なお、計上にあたっては、重要性の観点から金額が少額のもの等については、計

上しないことも合理的な処理と考えられます。例えば「相続税財産評価に関する

基本通達」においては、課税時期後において取得すると見込まれる補償金額が 50

万円に満たないと認められる特許権、実用新案権、意匠権や商標権は評価しない

こととされています。 

 

② 取得年月日 

原典資料における取得年月日を採用しました。 

 

③ 取得価額 

原典資料における取得価額を採用しました。 

 

④ 再調達価額 

取得価額が不明な資産はありませんでした。 
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３ 巻末資料 

（１） 平成２７年度基準年度の固定資産税標準宅地の価格一覧 

標準宅地

番号 
所在地番 用途地区 

平成 27 年度 

標準価格（円／㎡） 

2000 笹塚 2 丁目 2-1 普商 120,000  

2010 堀込 1 丁目 596-29 普商 120,000  

2110 笹塚１丁目１１１８番５外 普商 92,100  

2200 
清水口 1 丁目１０６１番１外 

（清水口１－１６） 
普商 121,000  

2210 けやき台１丁目１０７５番２ 普商 105,000  

2220 けやき台１丁目１番１ 普商 114,000  

2230 清水口１丁目２番２ 普商 116,000  

2240 清水口１丁目 1061-4 普商 121,000  

2250 けやき台１丁目 1057-17 普商 115,000  

2260 けやき台１丁目 1-2 普商 114,000  

2400 桜台 1 丁目１-２ 普商 117,000  

2700 冨士字栄 99 番 12 普商 75,700  

3000 白井字鳥居前４３５番２ 併住 46,700  

3010 根字下郷谷７3 番 15 併住 52,000  

3020 根字上人塚９７番１ 併住 35,700  

3030 木字西吾妻８３０番７外 併住 38,300  

3040 根字井戸作２００番１１ 併住 43,600  

3050 冨士字栄３0 番２ 併住 51,400  

3060 根字大山１９４７番３外 併住 100,000  

3070 根字木戸前１０２９番４０外 併住 87,900  

3080 復字山谷１３１４番６外 併住 45,400  

3090 折立字向地５９１番１１ 併住 35,700  

3100 根字笹塚１４４－２ 併住 77,900  

3110 冨士字栄８５－８ 併住 68,800  

3120 谷田字西割１４６４－１ 併住 51,000  

5000 根字笹塚１１９番２ 普住 58,600  

5010 根字笹塚１２３番９ 普住 64,000  

5030 堀込２丁目１ 普住 104,000  

5040 根字笹塚１６４番１０ 普住 77,500  

5050 堀込３丁目１４番３ 普住 95,700  
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標準宅地

番号 
所在地番 用途地区 

平成 27 年度 

標準価格（円／㎡） 

5060 堀込１丁目５７３番３ 普住 104,000  

5070 池の上２丁目 27 番 9 普住 92,600  

5080 堀込２丁目４番 普住 101,000  

5100 池の上３丁目６番２ 普住 92,500  

5110 池の上１丁目１８番５ 普住 102,000  

5120 南山１丁目１番１ 普住 105,000  

5130 南山１丁目２番 普住 101,000  

5140 南山１丁目３番 普住 103,000  

5150 
南山１丁目１６１２番１ 

（南山１－９） 
普住 92,800  

5160 
南山２丁目１６１９番 10 

（南山２－５－１０） 
普住 86,400  

5170 南山１丁目５番 普住 100,000  

5180 南山１丁目１０番 普住 93,300  

5200 七次台３丁目 33 番 10 普住 66,000  

5210 七次台３丁目７番６ 普住 70,800  

5220 野口２番６ 普住 69,500  

5230 七次台２丁目１０番４ 普住 72,300  

5240 
清水口３丁目１１９７番５ 

（清水口３－１９－１５） 
普住 97,400  

5250 清水口３丁目４０番３ 普住 96,300  

5260 清水口１丁目９番５ 普住 96,300  

5270 清水口２丁目１番 普住 104,000  

5280 清水口１丁目５番１ 普住 103,000  

5290 清水口２丁目４番１ 普住 103,000  

5300 大山口２丁目８番１２ 普住 105,000  

5310 大山口２丁目１１番 普住 94,200  

5320 大山口２丁目１３番４ 普住 94,200  

5330 大山口１丁目３番６ 普住 95,100  

5340 大山口１丁目１７番２２ 普住 98,500  

5350 根字大山１９５１番１４ 普住 71,100  

5360 
大松１丁目１９９４番１４ 

（大松１－２６－６） 
普住 85,600  
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標準宅地

番号 
所在地番 用途地区 

平成 27 年度 

標準価格（円／㎡） 

5370 根字大山１９６4 番 34 普住 84,500  

5371 根字清水口 1699 番 27 普住 86,300  

5380 けやき台２丁目２番 普住 110,000  

5390 大山口１丁目２８番８ 普住 103,000  

5410 十余一字亀成道付５３番 1２ 普住 38,700  

5420 桜台３丁目１１番１０ 普住 82,500  

5430 桜台２丁目４番 普住 80,700  

5440 桜台３丁目 20 番 7 普住 76,100  

5450 桜台２丁目３番 普住 84,700  

5460 桜台３丁目１番 普住 81,600  

5470 桜台２丁目１９番 普住 78,700  

5480 桜台２丁目１７番 普住 71,800  

5490 桜台２丁目１６番 普住 69,000  

5500 七次台４丁目５番６ 普住 65,800  

5510 根字八幡１０７２番１ 普住 85,600  

5520 七次台３丁目１８番３ 普住 69,800  

5530 けやき台２丁目１番 普住 108,000  

5540 けやき台２丁目６番 普住 101,000  

5541 けやき台２丁目５－９ 普住 99,000  

5550 けやき台２丁目７番 普住 99,500  

5560 清水口１丁目３番 普住 105,000  

5570 清水口２丁目５番１ 普住 105,000  

5580 清水口２丁目１６９１番１ 普住 108,000  

5590 大山口２丁目８番１ 普住 103,000  

5600 根字下郷谷７１番３6 普住 45,100  

5601 根下郷谷 74 番 1 普住 43,000  

5602 白井字南外山 378-5・6 普住 42,700  

5610 根字下郷谷６０番９９ 普住 43,900  

5620 白井字鳥居前４３０番１３ 普住 45,500  

5630 白井字南外出３９０番２８ 普住 43,200  

5640 復字初崎１４５７番２82 普住 43,000  

5650 復字初崎１４５８番１６ 普住 43,000  

5660 桜台２丁目６番 普住 76,300  
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標準宅地

番号 
所在地番 用途地区 

平成 27 年度 

標準価格（円／㎡） 

5670 桜台２丁目１２番１ 普住 67,400  

5680 桜台２丁目１３番１ 普住 63,400  

5690 桜台２丁目１1 番 27 普住 72,300  

5700 冨士字西１５９番８１外 普住 63,100  

5720 冨士字栄７６番１９ 普住 63,800  

5730 冨士字栄５２番７外 普住 61,200  

5740 冨士字栄７１番４０外 普住 63,100  

5750 冨士字栄１０５番６１ 普住 61,700  

5760 冨士字栄１３６番３８ 普住 67,700  

5770 冨士字西１５１番２ 普住 61,700  

5800 西白井４丁目２２番６・７ 普住 62,900  

5810 西白井１丁目５番４ 普住 72,200  

5820 西白井２丁目２６番６・７ 普住 66,000  

5830 西白井３丁目１４番３９ 普住 61,900  

5840 西白井４丁目２０番１３・１４ 普住 59,200  

5850 西白井２丁目９番１４・１５ 普住 73,300  

5860 西白井 1 丁目 17 番 23 普住 67,800  

5870 西白井２丁目 27 番 21・22 普住 65,300  

5880 西白井３丁目 5 番 18 普住 62,100  

5890 西白井４丁目 7 番 10 普住 59,800  

5900 笹塚３丁目１番１７ 普住 103,000  

5910 復字台山１１２１番 普住 81,200  

5920 白井字入谷津４３９番１外 普住 36,600  

5921 復字中山 1422 番 3 外 普住 66,000  

5922 笹塚１丁目１１０６－３ 普住 71,700  

5930 笹塚２丁目５番１外 普住 103,000  

5940 笹塚２丁目３番 普住 103,000  

5950 堀込１丁目５番 普住 101,000  

5960 堀込１丁目６番 普住 101,000  

5970 堀込２丁目３番 普住 102,000  

5980 堀込２丁目５番 普住 100,000  

5990 笹塚３丁目１８番８ 普住 101,000  

7000 中字越戸１４９番１４外 中工 31,000  
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標準宅地

番号 
所在地番 用途地区 

平成 27 年度 

標準価格（円／㎡） 

7010 平塚字水上台２７６１番３外 中工 31,700  

7100 名内字新山３３４番２ 中工 30,000  

7110 平塚字樋出台２594 番 5 外 中工 27,500  

7120 河原子字大割２４０番１７・１８ 中工 29,600  

Ａ000 冨士字南園２６７番５外 村落 43,000  

Ａ010 冨士字南園２５２番２外 村落 41,000  

Ａ020 冨士字南園１９８番１９ 村落 40,800  

Ａ030 冨士字東１７番１１ 村落 42,200  

Ａ040 根字上３５４番７外 村落 38,200  

Ａ050 根字上４２０番６ 村落 39,200  

Ａ060 根字八幡１０６５番１２ 村落 50,300  

Ａ070 冨士字南園２８４番２５ 村落 58,600  

Ａ080 根字上３４２番４９ 村落 40,000  

Ａ100 根字上３４８番１ 村落 35,600  

Ａ110 根字丸山３２４番７外 村落 32,200  

Ａ120 根字丸山２５２番１５ 村落 27,000  

Ａ130 復字上２１５番１外 村落 20,800  

Ａ140 復字台６６５番１外 村落 23,000  

Ａ190 根字大山口１９２０番１５外 村落 35,500  

Ａ210 根字南口１８９４番 村落 29,600  

Ａ220 富塚字宮ノ前７４１番５外 村落 23,800  

Ａ230 根字清水頭１８１７番４ 村落 20,300  

Ａ240 根字清水口１７２８番１・２ 村落 38,200  

Ａ250 根字清水口１７３７番７外 村落 37,800  

Ａ260 根字壺良毛１７５２番５ 村落 32,800  

Ａ270 根字二分山台１８６１－２ 村落 33,000  

Ａ280 根字北口１８０８番６ 村落 29,000  

Ａ290 富塚字阿羅久尻７７８番１ 村落 28,800  

Ａ300 根字壺良毛１７８０番１３０ 村落 40,700  

Ａ310 根字北口１７９９番２４ 村落 21,000  

Ａ320 木字前畑６４７番４外 村落 20,500  

Ａ330 根字入谷１４１５番１外 村落 24,300  

Ａ340 根字東向６７４番１ 村落 21,800  
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標準宅地

番号 
所在地番 用途地区 

平成 27 年度 

標準価格（円／㎡） 

Ａ350 木字向２３０番３外 村落 21,600  

Ａ360 根字念仏塚４７２番１ 村落 28,200  

Ａ370 根字念仏塚４７0 番 9 外 村落 41,500  

Ａ380 復字中山１４４８番１０外 村落 26,600  

Ａ390 復字道祖神下９７６番 村落 20,200  

Ａ400 富塚字矢地川 340 外 村落 34,100  

Ａ410 富塚字中下９２０番１ 村落 18,800  

Ａ420 富塚字大下１２１８番 村落 16,300  

Ａ430 中字鶴喰１８１番１２ 村落 19,100  

Ａ440 名内字入谷１１５４番１外 村落 16,000  

Ａ450 富塚字追堀１０５２番９外 村落 26,000  

Ａ460 中字砂久保３５５番６外 村落 19,800  

Ａ470 河原子字砂久保２１５番２ 村落 19,800  

Ａ480 中字大坂７４番４外 村落 21,100  

Ａ490 富塚字上８４３番７ 村落 26,800  

Ａ500 中字中谷２７１番７外 村落 16,300  

Ａ510 折立字屋敷前２５８番 村落 20,000  

Ａ520 木字前畑７４３番１外 村落 20,900  

Ａ530 白井字大久保２３３番１８ 村落 17,200  

Ａ540 根字下郷谷４１番４３ 村落 28,300  

Ａ550 根字下郷谷６０番６ 村落 21,300  

Ａ560 白井字南ノ台４９８番４外 村落 19,700  

Ａ570 根字北向６３０番１６ 村落 33,200  

Ａ580 折立字向地５９８番５外 村落 22,700  

Ａ590 折立字前原３１番１外 村落 16,200  

Ａ600 河原子字今井新田４５４番７ 村落 18,100  

Ａ610 名内字屋敷廻６０９番１ 村落 15,700  

Ａ620 今井字稲荷前１１９番外 村落 15,500  

Ａ630 平塚字本郷１００２番２外 村落 15,900  

Ａ650 河原子字前畑１４１番２外 村落 17,600  

Ａ660 平塚字木通内１０６６番１８ 村落 16,000  

Ａ670 平塚字向台４５０番外 村落 14,500  

Ａ680 白井字西外出３７１番６外 村落 21,900  
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標準宅地

番号 
所在地番 用途地区 

平成 27 年度 

標準価格（円／㎡） 

Ａ690 根字上人塚１０２番１１０ 村落 27,000  

Ａ700 神々廻字長堀１８１６番２ 村落 17,100  

Ａ710 十余一字平塚道北５６番１８ 村落 16,800  

Ａ720 神々廻字東原１９１４番２ 村落 18,300  

Ａ730 十余一字並木西側５番８外 村落 19,400  

Ａ740 神々廻字前田４８４ 村落 26,200  

Ａ750 神々廻字東原１９２７番２３ 村落 17,900  

Ａ760 十余一字清戸道東４８番５５ 村落 19,300  

Ａ770 清戸字花堀込５１５番３ 村落 19,000  

Ａ780 谷田字東住８８１番 村落 19,100  

Ａ790 谷田字高田１９５番１外 村落 18,700  

Ａ800 神々廻字大木戸１６４４番２ 村落 19,300  

Ａ810 根字二分山台 1847 番 36 村落 54,000  

Ａ820 根字大山口 1931 番 72 村落 68,600  

Ａ830 根字草刈作 800 番 90 村落 58,500  

Ａ840 復字子持山 357 番 22 村落 67,500  

A850 根字八幡１０８７番１６ 村落 70,000  

A860 根字上３４２番２５１ 村落 44,000  
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（２） 建物再調達価額算定のための単価表（手引き別紙７より） 

 

 

 

 

 

 

  

用途 用途名称 主体構造 構造名称 単価(円/㎡)

1 庁舎 1 鉄骨鉄筋コンクリート造 235,000

1 庁舎 2 鉄筋コンクリート造 180,000

1 庁舎 3 コンクリートブロック造 115,000

1 庁舎 4 鉄骨造 90,000

1 庁舎 5 木造 95,000

2 住宅 1 鉄骨鉄筋コンクリート造 165,000

2 住宅 2 鉄筋コンクリート造 155,000

2 住宅 3 コンクリートブロック造 105,000

2 住宅 4 鉄骨造 90,000

2 住宅 5 木造 100,000

3 校舎 1 鉄骨鉄筋コンクリート造 135,000

3 校舎 2 鉄筋コンクリート造 135,000

3 校舎 3 コンクリートブロック造 100,000

3 校舎 4 鉄骨造 80,000

3 校舎 5 木造 90,000

4 倉庫 1 鉄骨鉄筋コンクリート造 130,000

4 倉庫 2 鉄筋コンクリート造 130,000

4 倉庫 3 コンクリートブロック造 70,000

4 倉庫 4 鉄骨造 60,000

4 倉庫 5 木造 60,000

5 その他 1 鉄骨鉄筋コンクリート造 205,000

5 その他 2 鉄筋コンクリート造 155,000

5 その他 3 コンクリートブロック造 100,000

5 その他 4 鉄骨造 70,000

5 その他 5 木造 95,000



 

 

28 
 

（３） 建物耐用年数表（総務省ソフトウェアの評価額算定ツールより） 

 

 

 

ID 用途

鉄骨鉄
筋コン
クリー
ト

鉄筋コ
ンク
リート

プレ
キャス
トコン
クリー
ト

プレス
トレス
コンク
リート

無筋コ
ンク
リート

コンク
リート
ブロッ
ク

レンガ
造

鉄骨コ
ンク
リート

鉄骨造 軽量鉄
骨造

土蔵造 木造

1 庁舎 50 50 50 50 41 41 41 38 38 30 22 24

2 事務所 50 50 50 50 41 41 41 38 38 30 22 24

3 詰所・寄り場 47 47 47 47 38 38 38 34 34 27 20 22

4 作業所・工作室 47 47 47 47 38 38 38 34 34 27 20 22

5 倉庫・物置 38 38 38 38 34 34 34 31 31 24 14 15

6 自転車置場・置場 38 38 38 38 34 34 34 31 31 24 14 15

7 書庫 50 50 50 50 41 41 41 38 38 30 22 24

8 車庫 38 38 38 38 34 34 34 31 31 25 15 17

9 食堂・調理室 41 41 41 41 38 38 38 31 31 25 19 20

10 陳列所・展示室 50 50 50 50 41 41 41 38 38 30 22 24

11 校舎・園舎 47 47 47 47 38 38 38 34 34 27 20 22

12 講堂 47 47 47 47 38 38 38 34 34 27 20 22

13 給食室 41 41 41 41 38 38 38 31 31 25 19 20

14 廊下・渡廊下 47 47 47 47 38 38 38 34 34 27 20 22

15 図書館 50 50 50 50 41 41 41 38 38 30 22 24

16 体育館 47 47 47 47 38 38 38 34 34 27 20 22

17 集会所・会議室 47 47 47 47 38 38 38 34 34 27 20 22

18 会館・本館 47 47 47 47 38 38 38 34 34 27 20 22

19 音楽堂・ホール 47 47 47 47 38 38 38 34 34 27 20 22

20 公民館 50 50 50 50 41 41 41 38 38 30 22 24

21 保健室・医務室・衛生室 50 50 50 50 41 41 41 38 38 30 22 24

22 脱衣室・更衣室 47 47 47 47 38 38 38 34 34 27 20 22

23 保育室・育児室 47 47 47 47 38 38 38 34 34 27 20 22

24 案内所 50 50 50 50 41 41 41 38 38 30 22 24

25 寮舎・宿舎 47 47 47 47 38 38 38 34 34 27 20 22

26 洗場・水飲場 38 38 38 38 34 34 34 31 31 24 14 15

27 浴場・風呂場 47 47 47 47 38 38 38 34 34 27 20 22

28 便所 38 38 38 38 34 34 34 31 31 24 14 15

29 教習所・養成所・研修所 38 38 38 38 34 34 34 31 31 24 14 15

30 温室 38 38 38 38 34 34 34 31 31 24 14 15

31 小屋・畜舎 38 38 38 38 34 34 34 31 31 25 15 17

32 火葬場 50 50 50 50 41 41 41 38 38 30 22 24

33 葬祭所・斎場 50 50 50 50 41 41 41 38 38 30 22 24

34 霊安室・死体安置室 50 50 50 50 41 41 41 38 38 30 22 24

35 焼却場 38 38 38 38 34 34 34 31 31 24 14 15

36 塵芥集積所 38 38 38 38 34 34 34 31 31 24 14 15

37 処理場・加工場 38 38 38 38 34 34 34 31 31 24 14 15

38 監視所・観察所 50 50 50 50 41 41 41 38 38 30 22 24

39 滅菌室 38 38 38 38 34 34 34 31 31 24 14 15

40 濾過室 38 38 38 38 34 34 34 31 31 24 14 15

41 計量器室 38 38 38 38 34 34 34 31 31 24 14 15

42 ポンプ室 38 38 38 38 34 34 34 31 31 24 14 15

43 技術室・機械室 38 38 38 38 34 34 34 31 31 24 14 15

44 ボイラー室 38 38 38 38 34 34 34 31 31 24 14 15

45 配電室・電気室 38 38 38 38 34 34 34 31 31 24 14 15

46 その他 38 38 38 38 34 34 34 31 31 24 14 15

47 住宅 47 47 47 47 38 38 38 34 34 27 20 22

48 住宅付属建物 47 47 47 47 38 38 38 34 34 27 20 22
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